
頭頭部悪性腫蕩登録における施設毎の登録症例数確認についての覚書

日本頭頚部癌学会頭頭部悪性腫蕩登録における施設毎の登録症例数を、 日本頭頚部外科学

会頭頭部がん専門医制度委員会で確認する件に関して、日本頭頚部癌学会 （以下「甲」 と

いう） と日本頭頭部外科学会 （以下 「乙」 という） は、 次のとおり合意した。

１． 乙における頭頭部がん専門医制度の認定施設では、甲で行われている頭頚部悪性腫蕩

全国登録調査に参加することを義務付けられている。 認定施設にもかかわらず症例登録

を行っていない施設には、 認定の保留や取り消しが検討されることになる。 その判定を

乙に属する頭頭部がん専門医制度委員会で相違なく行うためには、 頭頚部悪性腫蕩登録

における施設毎の登録症例数を確認することが必要である。

２． 乙における頭頭部がん専門医制度において、 甲で行われている頭頭部悪性腫蕩全国登

録調査に参加することを義務付けていることは、 甲としても、 悪性腫蕩登録事業を推進

することになる観点から、 協力的な対応を取ることが望ましいと考える。

３． 上記の事項より、甲は乙からの要請があった場合、必要な情報を提供することとする。

４． ただし、 本情報はあくまでも乙における頭頚部がん専門医制度の運営に利用するため

のものであり、 乙においてはそのために必要な該当施設の施設登録の有無と登録症例数

の確認を行うものとし、 それ以外の目的で、 提供された情報を利用することはしない。
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